
広報たけはら

こ
の
申
告
は
、
市
民
税
・
県
民

税
や
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
を
算

出
す
る
基
礎
と
な
る
大
切
な
も
の

で
す
。

申
告
が
必
要
な
人
は
、
必
要
書

類
を
確
認
の
う
え
、
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

月

日

か
ら

月

日

ま
で
の
間
は
、
各
会
場
へ
職
員

が
出
向
き
ま
す
の
で
、
市
役
所

税
務
課
窓
口
で
の
受
け
付
け
は

で
き
ま
せ
ん
。

市
役
所
で
の
申
告
は

月

日

か
ら

月

日

ま
で
の
間

に
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
期
間
中
、
都
合
に
よ
り
会

場
に
来
ら
れ
な
い
人
、
あ
る
い

は
市
外
に
転
出
し
て
い
る
人

は
、
郵
送
で
申
告
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

必
要
書
類
等

印
か
ん

平
成

年
中
の
収
入
・
支
出
が

分
か
る
書
類
、源
泉
徴
収
票（
給

与
・
年
金
な
ど
）、
支
払
証
明

書
な
ど

営
業
・
農
業
・
不
動
産
の
所
得

が
あ
る
人
は
、
収
支
内
訳
書
と

経
費
区
分
ご
と
の
領
収
書

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・

旧
長
期
損
害
保
険
料
の
支
払
証

明
書

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、

医
療
を
受
け
た
人
・
病
院
・
薬

局
ご
と
に
仕
分
け
し
た
領
収
書

と
集
計
し
た
明
細
書

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明

書
ま
た
は
領
収
書

年
の
途
中
で
転
入
し
た
人
は
、

前
住
地
で
支
払
っ
た
国
民
健
康

保
険
税
の
領
収
書
な
ど

問い合わせ 税務課課税係問い合わせ 税務課課税係

所得税の還付申告は、

月から竹原税務署

で受け付けています。

所得税の還付申告は、

月から竹原税務署

で受け付けています。

所得税の還付申告は、

月から竹原税務署

で受け付けています。

申
告
相
談
・
受
付
が
始
ま
り
ま
す
！

市
・
県
民
税
と

国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
を



広報たけはら

問問いい合合わわせせ 税税務務課課課課税税係係

申
告
受
付
日
程
表

（
受
付
時
間

時

時

分
、

時

時
）

各
会
場
と
も
午
後
か
ら
は
比
較

的
空
い
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

お
住
ま
い
の
地
域
の
受
付
日
に

都
合
が
悪
い
場
合
は
、
都
合
の
良

い
日
の
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

税
務
課
課
税
係
に
お
気
軽
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

小
梨
公
民
館
の
受
付
は
、

時

時

分
で
す
。

市
役
所
ロ
ビ
ー
の
受
付

は
、

時

分

で
す
。

会 場 月 日 曜日 指 定 地 域

忠海東公民館

月

火
忠海東町一丁目・四
五丁目

忠 海 公 民 館

水
忠海東町二 三丁目
忠海中町一 三丁目

木
忠海中町四丁目・忠海
床浦・忠海長浜

小 梨 公 民 館
（ ）

金 小梨町（午前のみ）

大 乗 公 民 館
月 高崎町

火 福田町

大 井 公 民 館 水 大井・宿根・築地

吉 名 公 民 館
木
毛木・郷・浦尻・久保
城・平方・水場

金 西条・東条・港・曽井

中 通 公 民 館

月

月 中通・大応・上条・成井

東 野 公 民 館 火 東野町

荘 野 公 民 館
水 新庄町

木 西野町

田万里公民館 金 田万里町

仁賀生活改善センター 月 仁賀町

竹原西公民館 火

塩町二丁目 四丁目

竹原町（中須・西町・
皆実・雇用促進・来
須・来須住宅・明神）

市役所ロビー
（ ）

水
塩町一丁目・竹原町
（上記以外）

木 中央一丁目 五丁目

金 本町一丁目 四丁目

月
田ノ浦一丁目 三丁目

港町一丁目 五丁目

会 場 月 日 曜日 指 定 地 域

確定申告書の

作成はインター

ネットで！

所得税・贈与税の申告・納税は

月 日 まで
所得税・贈与税の申告・納税は

月 日 まで

はメリットがたくさん

国税庁ホームページか

ら電子申告

最高 円の税額控除

添付書類の提出省略

還付金がスピーディー

【申告会場等のおしらせ】

会 場 開設日 相談時間等

竹原税務署
月 日

月 日

相談時間

受付時間

会 場 開設日 相談時間等

竹原税務署
月 日

月 日

相談時間

受付時間

納税には安心・便利な口座振替
をご利用ください。

【振替日】
所得税 月 日
消費税 月 日

納税には安心・便利な口座振替
をご利用ください。

【振替日】
所得税 月 日
消費税 月 日

個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は

月 日 まで
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は

月 日 まで

問い合わせ 竹原税務署


